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社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会 

建設リサイクル推進施策検討小委員会 第１８回合同会議 

令和７年１月２９日 

 

 

【池口公共事業企画調整課長】  それでは、ただいまより社会資本整備審議会・交通政

策審議会交通体系分科会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会を開催いたしま

す。 

 本日は御多忙の中、御参加賜りまして、誠にありがとうございます。私は本日の進行を

務めさせていただきます国土交通省総合政策局公共事業企画調整課の池口と申します。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は対面とオンラインのハイブリッドによる開催となります。オンラインで御参加の

委員におかれましては、会議中に万が一接続不良等ありましたら、事前にお伝えしており

ます連絡先またはＴｅａｍｓのチャット機能で御連絡いただきますようお願い申し上げま

す。また、参加者の皆様が御発言を希望される際には、対面で参加の場合はその場で挙手

をしていただきまして、オンラインで参加されている方の場合はＴｅａｍｓの手を挙げる

機能を御利用いただきたいと思います。御発言の最初にお名前を述べてから、御発言いた

だければと思います。 

 次に、配付資料について確認させていただきたいと思います。議事次第に配付資料のリ

ストを掲載しておりますので、過不足等ございましたら事務局までお申しつけいただけれ

ばと思います。いかがでございましょうか。 

 それでは会議の開始に先立ちまして、総合政策局長の塩見より御挨拶申し上げます。塩

見局長、よろしくお願いいたします。 

【塩見総合政策局長】  総合政策局長の塩見でございます。勝見委員長をはじめとしま

して、委員の皆様方、そしてオブザーバーの皆様方、大変お忙しい中、この委員会に御出

席を賜り、お時間を賜り、大変ありがとうございます。また、本日はこの後、東京都様と

神奈川県様からもお話を伺う予定になっておりまして、お忙しい中、御出席、大変ありが

とうございます。 

 建設リサイクルにつきましては、国土交通省として令和２年に推進計画をつくって取り
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組んでいるところでございますけれども、その後、様々な動きがある中で、次の施策の充

実に向けて、去年の３月からこの委員会で議論をお願いしているところでございます。 

 こうした中で、政府全体の動きということになりますけれども、循環経済、サーキュラ

ーエコノミーということで、環境政策の中でも、言わば３つ目の柱として、政府全体でも

大きな取組にしていこうという動きが始まっております。昨年の夏には、循環型社会形成

推進基本計画の中で、循環経済というものが国家戦略に位置づけられましたし、また、そ

の後、閣僚会議も立ち上がって、去年の１２月には政府全体として政策パッケージがまと

められました。 

 この中で、国土交通省といたしましても新しい取組の頭出しをさせていただいておりま

して、建設リサイクルの質を高めるという観点から、さらに施策の具体化あるいは充実・

強化に取り組んでまいりたいと思っております。 

 前回、半年前にこの小委員会を開かせていただいて、その際は関係団体の皆様から貴重

なお話を賜りました。本日は、少し立場が変わりまして、発注をされているお立場という

ことで、東京都様、そして神奈川県様から、先進的な取組のお話を承りたいと思います。 

 また併せて、先ほど申し上げました、政府全体の政策パッケージで頭出しをいたしまし

た今後の新しい取組、これについて急いで具体化を図っていく必要があると思っておりま

すので、それにつきましても併せて議論を深めていただければありがたいと思っておりま

す。 

 忌憚のない御意見を賜りまして、今後の施策の充実につなげてまいりたいと思いますの

で、本日はどうかよろしくお願い申し上げます。 

【池口公共事業企画調整課長】  ありがとうございました。 

 次に、本委員会の委員長を務めていただいております勝見委員長より一言御挨拶いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【勝見委員長】  皆さん、こんにちは。委員長を仰せつかっております京都大学の勝見

です。先ほど総合政策局長からもお話がございましたけれども、今回、令和６年３月から

の新しいシリーズ３回目ということで、開催されているということでございます。 

 前回は半年前、少し時間がたってしまいましたけれども、７つの関連団体から様々な観

点で非常に密度の高い情報をいただけたということで、それを基に、この半年間、事務局

のほうでいろいろお調べもいただいて、この先、次回あるいは次々回になると思いますけ
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れども、中間取りまとめをしていくに当たっての大事な論点をまとめていこうということ

で、御努力いただいたところでございます。今日はその最初の会議という位置づけにもな

るのかなと思っております。 

 また併せて、東京都、神奈川県の御担当者さんには、現場に近いところの情報、大事な

情報をいただけるということで、大変ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 国全体の動きということもございますけれども、推進計画が２０２０年の９月に出され

まして、そのときには量から質へということをうたっている、ある意味、少し違うかじも

切ってみたということで、そのレビューをするということもとても大事なことだと思いま

す。そういうことも重なってのこの検討委員会だと思っておりますので、皆様には忌憚の

ない御意見をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【池口公共事業企画調整課長】  ありがとうございました。 

 続きまして、本日御出席いただいております委員とオブザーバーの方々の御紹介でござ

いますが、次第の次につけさせていただいております委員名簿、出席者名簿をもって代え

させていただきたいと思います。 

 それでは、これより議題に入らせていただきたいと思います。勝見委員長、以降の議事

進行をよろしくお願いいたします。 

【勝見委員長】  それでは、どうぞよろしくお願いいたします。次第に沿って進めさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、議事（１）これまでの主な議論と論点の整理についてということで、資料１にな

ります。こちら、事務局より御説明をお願いいたします。 

【祢津企画官】  公共事業企画調整課の祢津でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料１を御覧ください。 

 １ページ目をおめくりいただければと思います。まず、７月から半年ほど空いています

ので、これまでの流れを御説明させていただければと思います。令和２年９月に推進計画

２０２０ということで、これは事務次官通知になりますが、こちらを公表させていただき

ました。それから、時がたちまして、昨年の３月、この委員会を次のステージということ

で再開したといった形になります。前回７月、関係団体さんからのヒアリングを中心に検

討会を開催させていただきました。その後、都県さんですとか、再度、関係団体の皆さん
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との意見交換なども我々事務局のほうでさせていただきました。 

 そちらも踏まえまして、事前に、次のページ以降にございます論点の整理といったこと

を御確認させていただいたところでございます。それを踏まえて、本日、小委員会第３回

ということで開催させていただければと考えてございます。 

 ２ページ以降に、簡単なサマリーということで、整理をさせていただいております。こ

れまでの主な意見ということで、まず、カーボンニュートラルにつきましては、ＣＯ２排出

量を算出する仕組みを構築していくべきではないか、指標等しっかりと検討していくべき

ではないかといった意見をいただいているところでございます。 

 それから、循環経済（サーキュラーエコノミー）でございますが、大きく柱として３点

ございます。１点目といたしまして、建設発生土の有効利用促進といった観点があるかと

思います。こちらにつきましては、現在ございます官民有効利用マッチングシステムにつ

いての使い勝手に関する御意見ですとか、また、工事間利用におきまして土質改良プラン

トですとか、あるいはストックヤードの活用などについての御意見もいただいたところで

ございます。 

 ２点目といたしまして、建設廃棄物のリサイクル推進ということで、再資源化率といっ

たものを出してきてございますが、これがその後どのような形で利用されているのか把握

する必要があるといったコメントもいただきました。 

 そして、以下２点目以降が非常に重なる点でございますが、コンクリート塊は特に需給

バランスの対策が必要と。特に首都圏を中心にということになるかと思いますが、需給ギ

ャップが生じているのではないかといったコメントもいただいたところでございます。 

 そういった観点の中で、この解消に向けて、「再生コンクリート骨材への転換が必要、

あるいは、公共工事での先導的利用を期待」、こういったアドバイスもいただいたところ

でございます。 

 また、建設汚泥についても、自ら利用ですとか、また、新たな技術開発、そういった観

点でのアドバイスもいただいたところでございます。 

 ３点目といたしまして、これは抑制ということになりますが、廃棄物を抑制するという

観点で、インフラのメンテナンスですとか、そういったところの重要性についても御意見

いただきました。 

 さらなる観点といたしまして、特に能登の地震への対応といった観点も含めて、激甚化
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する災害への対応ということで、地震で発生した災害廃棄物、特に瓦の活用ですとか、そ

ういったところへの視点も必要ではないかといったご意見をいただきました。 

 生産性向上ということで、さらなる効率化ということになるかと思います。トレーサビ

リティーシステムですとかＢＩＭ／ＣＩＭといったところの活用が必要ではないかと。こ

ういった観点をいただいたところでございます。 

 以上の意見を集約いたしまして、３ページの右側になりますが、論点ということで整理

をさせていただきました。こちらについては昨年内に皆様に御確認いただいたことになる

かと思います。 

 カーボンニュートラルにおきましては、ＣＯ２排出抑制についての検討。特にサーキュラ

ーエコノミーにつきましては、建設発生土の有効利用促進、建設廃棄物のリサイクル推進、

特に需給バランスの解消と、再生骨材コンクリートの利用拡大、こういった観点があるか

と思います。それから、激甚化への災害対応、生産性向上は、先ほど申し上げた形になり

ます。特にこういったところを中心に御議論させていただければと考えてございます。 

 ４ページ以降を御覧ください。最近の政府全体の取組の流れでございます。建設リサイ

クル施策はこれと非常に連携しているといった形になります。先ほど局長からの御挨拶に

もありましたけれども、昨年８月、第五次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定されて

ございます。こちらの中にも建設リサイクルに関する文言が記載されています。 

 具体的に５ページでございますが、こちら、令和６年１２月２７日、まさに年末、循環

経済（サーキュラーエコノミー）に関する関係閣僚会議ということで、これは官房長官を

トップとした会議でございますが、こちらで決定された政策パッケージでございます。こ

ちらにも、赤囲みで書いてございますが、建設リサイクルの高度化ということで盛り込ま

れているというところでございます。 

 サーキュラーエコノミーにつきましては、６ページにサーキュラーエコノミーの概念を

載せさせていただいております。これは皆さん御承知のとおりかと思いますが、右のよう

に、循環型のシステム、そこにはこういった再利用とリサイクルといったところが非常に

重要だといった観点でございます。 

 ７ページ目を御覧ください。こちら、先ほどの循環経済（サーキュラーエコノミー）へ

の移行加速化パッケージということで、政府全体で取り組んでいく循環経済への移行の施

策として盛り込まれている資料そのものでございます。こちらはホームページにも載って
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ございます。特に建設発生土の有効利用促進、それから建設廃棄物のリサイクル推進でご

ざいます。 

 左側の建設発生土の利用促進につきましては、特に官民一体となった相互有効利用のマ

ッチングということで、現場内・工事間利用等の有効利用を推進したいというものでござ

います。右側につきましては、需要拡大のための取組、水平リサイクルの推進、こういっ

たところをしっかり検討していくというところでございます。 

 詳細については後ほど資料４で御説明させていただきたいと思いますけれども、特にこ

の２点につきましては、政府としての一体となった取組ということでございますので、後

ほど資料５といたしまして、特に早期に取り組むべき事項ということで詳しく御議論させ

ていただければと考えてございます。 

 ８ページ目には、先ほど最後に申し上げましたインフラ長寿命化の推進、こちらもサー

キュラーエコノミーの一環として取り上げているというところでございます。 

 最後に、９ページでございます。先ほどの日程表に、この先をつけさせていただいてお

ります。本日、特に全体を議論した上で、一番下で青字にしてございますけれども、早期

に取り組むべき具体の施策ということで、今申し上げました２点、こちらについては特出

しで御議論させていただければと考えているところでございます。 

 事務局から、全体像として以上でございます。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 ただいまの事務局からの御説明につきまして、御質問、御意見のある方はいらっしゃい

ますでしょうか。お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 これまでのまとめということでつくっていただいています。もし何かまたあれば、この

後の議論のときに出していただければと思います。 

 こちら、資料１、確認をさせていただいたということにさせていただきたいと思います。 

 それでは、次に行かせてください。関係自治体の建設リサイクルに関する現状や課題、

取組等について、東京都と神奈川県に御説明をいただくということでございます。 

 それでは、まず東京都から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

【東京都】  東京都でございます。私、東京都都市整備局まちづくり調整担当部長の新

良と申します。日頃、東京都の都市基盤整備事業等、御協力御・理解賜りましてありがと
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うございます。また、このような場にお招きいただいて、感謝申し上げます。 

 それでは私どもからは、コンクリート塊の資源循環に関して御説明したいと思います。

着座で失礼させていただきます。 

 コンクリート塊の資源循環に関しては、再生材の滞留が発生している状況であるという

ふうに東京都としては認識しております。そういった中で、課題解決に向けて、関係者の

方との意見交換もしながら、解決に向けて鋭意取り組んでいるところでございます。ぜひ

国交省様とも連携して、この推進に向けて取り組んでいきたいと思っておりますところ、

次ページ以降、説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 これは、皆様、既に御存じのところもあるかと思いますけれども、平成３０年の建設副

産物実態調査の公表結果から、我々としての認識を整理させていただいている資料になり

ます。 

 当時、東京都ではオリンピックの東京２０２０大会を控えておりまして、大会施設であ

るとか、あるいはそれに必要なインフラ整備、また、民間さんも活発な再開発事業等が行

われていた状況と認識しております。 

 そういう状況下で、都内では、土木に比べて、建築由来のコンクリート塊が過剰である

状況であったと認識しています。排出量に対して処理量が少ないことから、再資源化施設

に再生砕石などが滞留して、受入れを制限していた状況と想定しています。 

 また、これに伴って、都内で発生したコンクリート塊の約半数が近隣県へ搬出されてい

たものと我々としては認識しています。 

 これは今、東京都の状況でございますけれども、今後、関東近県、他地域でも東京都と

同様に滞留が発生する可能性があるのではないかと私どもとしては認識しております。 

 東京都では、各種計画あるいは方針を定めて取り組んできているところでございます。

また、民間事業者の方々に対しても、ガイドラインを定めて協力を要請しております。 

 しかしながら、先ほども申し上げたとおり、再生材の滞留が生じている状況でございま

して、この実態を把握するために、昨年の夏を中心に、関係する業界団体であるとか近隣

県へのヒアリングを実施させていただきました。滞留や過不足の状況、あるいは供給と需

要の状況、それぞれ様々な方にヒアリングさせていただいて、我々としての課題を整理さ

せていただきました。 

 次のページになります。コンクリート塊の再利用に当たってのプロセスにおいて、どこ
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にどういう課題があるのかという我々の認識をお示ししたものになります。 

 まず、①ですけれども、都内の中間処理施設においては、再生材がやはり滞留していて、

受入れを制限しているという施設が多くある状況になります。 

 それに伴いまして、②になりますけれども、施工者としては、他県へ搬出したり、ある

いは複数の施設へ分散して搬出したりするという手段を取っていることになります。こう

したことによって、コストであるとか環境負荷が増える、また、工期の遅延といったこと

も発生している状況になりまして、工事としても影響を受けている状況であると認識して

います。 

 また、③ですけれども、中間処理施設では、在庫を減らすために、低価格での出荷であ

るとか遠方への出荷を行っている状況ということも確認しております。また、遠方への出

荷に当たっては、価格転嫁がなかなか難しくてという、価格面での厳しい状況も確認させ

ていただきました。 

 ④ですけれども、一方では、地域によってはコンクリート殻が実は不足しているんだと。

再生材の供給が不安定になっている状況も見受けられるということも確認できました。 

 こういったことから、資源循環の過程で複数の課題が生じていることを東京都としては

再認識させていただいているところです。 

 そこで、都としては現在、２つの方向性で課題解決に向けた検討を進めております。１

つ目は、再生骨材コンクリートの活用や民間事業での利用を拡大すること、それから２つ

目としては、地域間のギャップを埋めるような広域的な資源循環ができないかということ

になります。 

 都として、まず今後の取組、今２つ挙げました取組を進めていくに当たっては、昨年か

ら実施されている最新の建設副産物実態調査の調査結果を踏まえて、状況を把握、あるい

は政策に反映していくことが大事と考えております。その際には、ぜひ滞留状況であると

か地域のギャップの実態把握を国と連携しながら実施させていただけないかと考えている

ところです。 

 具体的には、１つ目の再生材の利用拡大については、再生骨材コンクリートについては、

製造プラントが多くなく都内全域をカバーできるほどの供給体制が整っていないという状

況がございます。理由として、製造プラント側が、敷地的な余裕であるとか需要がないと

いった理由から、消極的になっていると聞いております。 
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 そういうところで、供給体制の確保に向けては、まず公共側で積極的な利用を図って需

要を生むということ、それから、その実績を積み重ねて、きちんと整理できた段階では、

公表していくということも考えていきたいと思っております。 

 ２つ目、民間工事における利用拡大については、民間事業者さんのほうでは再生材に対

する品質への不安、あるいは、再生品、お古だというイメージがどうしても付きまとうと

いうことで、使用に消極的な施主さんとか発注者さんがいらっしゃるということも聞いて

おります。 

 そういったことが課題と考えておりまして、品質や使用実績をＰＲすることで、利用促

進に向けた働きかけの強化が必要と考えております。 

 私どもが在籍する都市整備局というのは、大規模開発の許認可権限等も有している部署

になります。そういうところで、許認可に当たって、事前相談という段階で事業者さんが

いらっしゃるときにはこういった取組も紹介するとか、そういうことも少しずつ始めさせ

ていただいているところであります。 

 もう一つの取組としまして、広域的な資源循環についてでございますけれども、実態を

適切に把握した上で、広域利用をする場合の課題の把握、あるいは、広域利用する場合の

有効性などについて検証できないかと考えております。 

 以上、申し上げたような状況の把握であるとか需給のバランスの取れた体制の構築、そ

れから民間への働きかけ、また、地続きの都県をまたいだような広域利用の可能性、こう

いった取組をぜひ我々としては早期かつ効果的に推進することが必要だと考えておりま

す。 

 それに当たっては、東京都だけではなく、近隣県であるとか国交省さんと課題認識を共

有して、連携して取り組んでいくことが必要だと考えております。 

 東京都からの説明は以上になります。 

【勝見委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの東京都からの御説明につきまして、御質問、御意見のある方はお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 山本委員、織委員の順番でお願いいたします。 

【山本委員】  ありがとうございました。大変よく分かりました。 

 最後の５ページのところについて、御質問というか意見なんですけれども、上の利用拡
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大のところは、やはりこれから、今されているような事前の段階でのいろいろなインプッ

トが重要なんじゃないかなと思いますが、下について、使いたいという人もいるのに、そ

こに届かないというのはやっぱりもったいないなと思うわけですけども、先ほど都県をま

たがるというところで、地続きとおっしゃったような気がするんですけども、例えばこれ、

重たいものは港を使って船で運ぶというのは理にかなっているかなと思うのですが、あま

りそういうイメージはないというお考えですか。 

【東京都】  地域、近隣の関東圏でうまく需給のバランスが取れて調整できれば、それ

がふさわしいとは思っております。地続きでいくとすると、やっぱりＣＯ２とか、そういっ

た課題もあるのかなと思っております。 

 ただ、さらに遠方に運ぶ場合もあり得るかなと考えておりまして、そういったときには、

やはり船を使って大量に持ち出せば、より効果的に、地続きではなくて、運べるかなとい

うところの認識もございますので、そこを含めた形で東京都としてはイメージしていると

ころでございます。 

【山本委員】  ちょうど今、国交省さんで循環経済拠点港というのをやられていると思

うんですけど、あそこでよくよくお話を伺いますと、例えばヤード的に保管する条件がす

ごく厳しかったりして、もしかしたらこの需給マッチングしないのを少し、一時的にでも

うまく循環経済拠点港ということで保管できるようなことができたら、タイミングを合わ

せられたりして、より流通がうまくいくような可能性があるのかなと思いますので、そう

いうところも含めて、もしうまく活用できる可能性があればいいのかなと考えます。 

 以上です。ありがとうございます。 

【勝見委員長】  織委員、お願いします。 

【織委員】  御説明ありがとうございます。２点ありまして、中間処理施設のところで

滞留しているという、この原因を知りたいなと思っているんです。それで、いわゆる能力

のほうのキャパシティーが足りないのか、仮置場的な話なのか、一時的にストックしてい

る場所が足りないのか、そこで滞っているのかどうかというところが知りたい。 

 これはコンクリート塊だけじゃなくて、食品リサイクルなんかでもそうなんですけれど

も、多くの場合は処理施設自体のキャパが足りない中で、どんどんどんどん入り込んでい

ってしまって、結局さばけていないということがほかのリサイクルなんかでもあるんです

けれども、同じような構造なのかどうかということです。 
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 もし仮置場ということでありましたら、今現状で屋根つきのところに入れているという

形なのか、あるいは、そこの規制がなくて、ある程度、野積みというか、倉庫でなければ

もう少しさばけるのかどうか、その辺のところも教えていただきたいという。もう一つ、

再生材の利用拡大のところで、品質面の不安ってすごく大きいと思うんですよね。そうし

た場合に、品質的に実際に落ちているのか落ちていないのか、例えばそういったものにつ

いて、基準みたいな、あるいは、ある程度の一定のクライテリアみたいなものの検査方法

みたいなものがあるのかどうか、その辺り教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

【勝見委員長】  浅利委員、お願いします。 

【浅利委員】  ありがとうございます。今の織先生からの指摘とも少しだけかぶるとこ

ろがあるんですけど、１つは、先ほどのこれまでの振り返りでも、災害時の対応というよ

うなお話もあったと思うんですが、特にこれから大規模な災害の可能性もあるという中で、

そういったところも、廃棄物部局なんかとお話しされているのかとか、もしその辺りの心

積もり的なことがあれば、もしくは懸念点があれば、可能な範囲でお伺いしたい。あと、

今後、こういったコンクリートに限らなくてもいいですけれど、建設廃棄物に関して、何

かしら目標的なものを設定したりとかというような見込みとか可能性とかがあるのかとい

うところをお伺いしたいです。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 谷川委員、お願いいたします。 

【谷川委員】  谷川です。どうもありがとうございます。私からは２点ほどですが、１

つは、上流側への再生材投入が大事だとおっしゃっていましたが、これは定量的に何か把

握することが東京都だと可能なのかどうかということがまず１点。もう１点は、やっぱり

東京都の場合、建設需要が多いので、建設の戻りコンですね、歩留りみたいなものという

ところから出てくる建設時の戻りコンの量みたいなのは、これも結構、我々が調べている

ところでは、大体１割弱ぐらいは戻ってくるんじゃないかと考えているんですが、この辺

りも把握することは可能でしょうかということをお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、粟生木委員もお願いいたします。 
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【粟生木委員】  御説明ありがとうございました。私からは１点だけ、最後の課題のと

ころで、需給ギャップの実態把握で、建設副産物実態調査を活用されることを想定されて

いるということなんですけれども、この需給ギャップの実態把握については、実態調査以

外に手段がないのかというところ。 

 この御質問をさせていただいた背景としては、需給ギャップを把握する上で、実態調査

のデータがどのぐらいタイムリーなのかというところが気になって、お伺いした次第です。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 たくさんになってしまいましたけれども、順にお答えいただいてよろしいでしょうか。 

【東京都】  今の中間処理業者の仮置場の状況は、過去に比べて、使える場所がなくな

ってきているという声を聞いております。ですので、処理能力の関係ではなくて、やはり

排出している量が多くなってきているのかなということを認識しています。 

 あと、品質につきましては、こちらは国のほうで定めており、例えば再生骨材コンクリ

ートであればバージン材を混ぜて使うことになろうかと思うんですが、そういったところ

も品質的なところは基準に従ってやっております。ですので、それを準用した形で、東京

都の仕様書とか基準についても、それに倣って設定をしているという状況でございます。 

 あと、災害時の対応的なところでございますが、そこにつきましては、廃棄物になった

後の処理的なところは、まず環境部局と共有はさせていただいているんですけれども、具

体的なアクションにまではまだ至っていないという状況になります。 

【東京都】  再生骨材の利用に関して、実際、都内での建設系の工事の中でどれぐらい

使われたか、定量的に把握することは可能なのかどうかについて、公共工事に限るんです

が、東京都の関連工事でどのくらい使ったかという数値的なところは確認をしているとい

う状況でございます。ただし、現在、内部の資料として今把握しているところですので、

対外的に公表するというプロセスにはまだ至っていません。状況としてはそういう状況に

なります。 

【東京都】  戻りコンにつきましては、そういった課題があるというところは東京都と

しても認識しております。どのぐらいの量が返ってくるかとか、そういったところまで、

なかなか把握し切れないと。 

 我々、民間にもヒアリング等していますが、減らすことはできるんですが、ゼロにする
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ことはできないと。コンクリートの打設には余裕量が必要だというところがヒアリングの

中では聞こえてきている状況でございます。 

 ですので、戻りコンにつきましては、承知のほうはしておりますが、また、補足としま

して、コンクリートの余剰量だけではなくて、働き手の、担い手に対する労働環境という

問題もありますことから、まず発注者としてすべきことは、やはり工期を適切に管理した

りとか、受注者さんに負荷をかけないような日頃の工程管理をしたりしていくということ

からまず始めるべきじゃないかという認識には立っております。 

 以上です。 

【勝見委員長】  あと、粟生木委員のセンサス以外の情報の取り方はあるのかというお

話でした。 

【東京都】  私どもとして、今、広域的な視点でうまく需給のバランスとかギャップを

解消しながら取り組んでいけないかというところは、ヒアリング等はしている状況ではご

ざいますが、やはり最終的には、国のほうでやっていただいている建設副産物実態調査の

結果で、どういうコンクリート塊がどこに行って、どこで処分されて、それが他県をまた

いでいるのか、他県同士で行き来しているのかとか、そういったところのデータがないと、

私どもも具体的な検討には入れない状況でして、やはりそういったデータが必要になって

くるのかなというところは、都としての認識でございます。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 大変詳細な内容紹介、それから質疑、どうもありがとうございました。 

【東京都】  ありがとうございました。 

【勝見委員長】  それでは続きまして、神奈川県より御説明をお願いするということで

ございます。よろしくお願いいたします。 

【神奈川県】  神奈川県県土整備局技術管理課長の田村です。本日はよろしくお願いい

たします。 

 日頃から県土整備行政に御協力いただきまして、ありがとうございます。こういう場で

神奈川県の取組を御紹介させていただく場を設けていただきまして、ありがとうございま

す。 

 それでは、前のスクリーンと、あと資料３のほうで神奈川県の資料を用意させていただ

いておりますので、内容について説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 



 -14-

 まず、神奈川県からは、公共建設発生土とコンクリート塊等のリサイクルについて、神

奈川県の取組内容について御紹介させていただきます。 

 内容といたしましては、１点目として先ほど言った公共建設発生土、２点目としてコン

クリート塊等のリサイクルについて、細かくそれぞれの取組紹介ですとか課題などについ

て御説明させていただきたいと思います。 

 次のページを御覧ください。まず公共建設発生土ですが、最初に①といたしまして、公

共建設発生土受入地についてです。県では、県及び市町村発注工事で発生する土砂が適正

に処分できるよう、県が指定受入地を定めまして、安定的な受入地の確保に努めておりま

す。 

 現在、県が設置している指定受入地は、図の中にグレーの丸で示している２２か所にな

ります。 

 受入地の種類といたしましては、県設置型建設発生土受入地、それをⅠ型と言っていま

すけども、あと、民間設置型建設発生土受入地、Ⅱ型があります。県設置型につきまして

は、県が土地所有者から土地を借りて開設する受入地でございます。民間設置型につきま

しては、県が採石事業などを行っている民間の事業者さんと、受入地の利用に係る基本的

な条件を定めた協定等を締結しまして開設する受入地でございます。 

 そのほかの受入地といたしましては、株式会社建設資源広域利用センター、いわゆるＵ

ＣＲさんの開設する受入地と、政令市である川崎市、横浜市が設置する受入地などがござ

います。 

 次のページを御覧ください。次に②といたしまして、建設発生土利用システムについて

でございます。このシステムは、発生土を効率的かつ円滑に処理するため、事前に各工事

で発生する発生土の量を把握いたしまして、県が指定した受入地へ配分するまでを１つの

行程としたシステムでございます。 

 神奈川県では、県土整備局の出先機関として１３の土木事務所等があり、このシステム

は各出先機関の管轄区域を基に、図のように横浜地区や湘南地区など１０地区に分けまし

て、地区ごとに県及び地区内の市町村などの発注機関を構成員とする建設発生土地区連絡

協議会を設置しております。当連絡協議会では、工事間流用や発生土量の共有、指定受入

地の配分計画などについて調整を行っているものでございます。 

 次のページを御覧ください。これは建設発生土利用システムを図として示したものです。
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まず中段のピンク色の箇所になりますが、工事実施の前年度に、県及び市町村の発注工事

で発生する土量や受入れが可能な土量を調査しております。調査は、先ほど説明した建設

発生土地区連絡協議会が実施いたしまして、取りまとめを行っています。 

 次に、前年度に行った先ほどの調査を基に、右側に示したとおり、各地区協議会で工事

間流用推進計画と指定受入地搬入計画の２つの計画を策定しております。まず、工事間流

用推進計画ですが、これは県及び市町村が発注する工事で発生する土量や受入れが可能な

工事の情報等を収集しまして、時期などを踏まえた流用の調整を行い計画を策定していま

す。計画策定段階で工事間流用できない発生土は、もう１つの計画であります指定受入地

に配分するための指定受入地搬入計画に反映させているというところでございます。 

 最終的に各地区の計画に反映できない、配分し切れない発生土量につきましては、他の

地区協議会と調整する必要があるので、各建設発生土地区連絡協議会からの調査報告を基

に、改めて県庁技術管理課で県内工事全体の調整を行っています。 

 これらの運用により、県及び市町村等の公共工事の発生土を効率かつ円滑に処理するこ

とができているものでございます。 

 次に、公共建設発生土の課題とまとめについてです。 

 まず、１番といたしまして、新規受入地の確保がございます。先ほど説明したように、

現在、県内には２２か所の受入地がありますが、うち５か所が今後５年以内に受入れが完

了する見込みとなっています。受入地の数が減少するため、新規受入地を確保する必要が

ありますが、特に県東部から県央地域は都市部が多く、受入地を確保することが困難な状

況にあります。 

 次に、２番目といたしまして、先ほど御説明させていただいた、建設発生土利用システ

ムの運用についてです。このシステムの運用には、先ほどから御説明しているとおり、地

区ごとにいろいろな調整を行っておりまして、地区によってはＮＥＸＣＯなども含めた各

発注機関との調整や、年度途中の受入地の変更対応など、各地区協議会を担当する職員が

通常業務と並行して行っているため、その負担が大きいという状況にございます。 

 これらの課題の解決に向けまして、新規受入地の確保につきましては、採石事業者など

と連携した継続的な民間型受入地の確保が必要だと考えております。また、安定的な職員

数の確保が現在困難な状況の中で、これまでとおりのシステム運用を行うためには、ＲＰ

Ａなど、デジタル技術の活用の検討も有効であると考えております。 
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 最後に、その他といたしまして、官民マッチングシステムについてです。神奈川県では、

建設発生土利用システムを運用しているため、官民マッチングシステムは今現在では利用

しておりませんが、搬入や搬出時期など、民間工事との調整までを行うシステムになれば、

利用も検討できると考えております。 

 発生土については以上になります。 

 次のページを御覧ください。次に、２といたしまして、コンクリート塊等のリサイクル

についてです。 

 まず、神奈川県の取組について御説明いたします。 

 ①コンクリート塊等のリサイクルの流れを示しているフローをまず御覧ください。コン

クリート塊等のリサイクルの一般的な流れにつきましては、このフローに示したとおり、

工事現場などから発生したコンクリート塊は、一時的には処理工場で再生骨材となって、

新たな現場で使用されます。 

 神奈川県では、②のコンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱

要領を策定しておりまして、処理工場で加工された再生骨材などの品質が適切に確保でき

るよう、指定工場の認定を行っております。品質のよい安定的な再生骨材などを確保する

ため、公共工事で発生するコンクリート塊等は指定工場に搬出することとしておりまして、

加工した再生骨材などもこの指定工場から調達することとしております。 

 次のページを御覧ください。③といたしまして、県土整備局公共工事グリーン調達基準

について御説明いたします。神奈川県では、グリーン調達基準を定め、公共工事で使用可

能なリサイクル資材を認定しておりまして、認定資材のうち一定の要件を満たす資材を、

率先利用認定資材としております。 

 まず認定資材ですが、認定資材は、各認定対象品目に求められる評価基準に適合した上

で、県土整備局公共工事で利用が見込まれる等の要件を満たす資材を認定しております。

公共工事で使用するためには、この認定が必要になります。 

 次に、率先利用認定資材ですが、先ほど御説明いたしました認定資材のうち、寸法・規

格等が同等な資材が３つ以上で、価格が新材の価格と同等以下で供給される資材を率先利

用認定資材としており、公共工事では、特段の理由がない限り、率先利用認定資材を使用

しなければならないとしております。この後、課題として御説明させていただきますが、

いろいろ話題になっている再生骨材については、この率先利用認定資材として認定してお
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ります。 

 次のページを御覧ください。次に、課題について御説明いたします。御覧いただいてい

る表は、県内の廃材処理料と再生骨材価格の各地区の比較でございます。横浜市・川崎市

を含む東部地区は、これは令和６年１０月時点の単価になりますが、受入価格である廃材

処理料が７,８９０円と、その他の地区よりも高くなっております。再生骨材である再生ク

ラッシャーランの販売価格が１,３２０円となっておりまして、その他の地区より安くなっ

ているという状況でございます。なお、再生クラッシャーランなどの再生骨材は、運搬費

を含む現場到着価格となっているということでございます。 

 次のページを御覧ください。御覧いただいている図は、県内のコンクリート塊等指定処

理工場の位置を赤い丸で示したものでございます。ピンクの横浜市・川崎市内には１２か

所、緑色のその他の地域には２９か所の工場がございます。都市部の横浜・川崎とその他

の地域では、市場動向が大きく異なっているというところでございます。 

 先ほど単価の説明でもございましたが、横浜市・川崎市では多くの大規模建築物の更新

などが行われ、コンクリート塊等の発生量が非常に多いため、先ほど御説明したように、

受入価格を高くして、販売価格を安くする傾向が見られます。一方、その他の地域につい

ては、都市部に比べるとコンクリート塊等の発生量が少ないため、受入価格を安くして、

販売価格を高くする傾向が見られます。 

 こうしたことから、当県の課題といたしましては、横浜市・川崎市などの都市部から低

価格の再生骨材がその他の地域へ流通されることにより、その他の地域で製造された再生

骨材の利用量が低下するような状況にございます。 

 次のページを御覧ください。次に、③コンクリート塊等指定工場の現状ですが、県内全

ての地区で再生骨材などのストックが増加傾向にあり、多くの指定工場でコンクリート塊

などの受入れを一時的に制限しているという状況がございます。 

 東部地区の工場では、ストック量を減らし、受入れを再開するため、再生骨材価格に含

まれる運搬費を超えて、遠方の北部ですとか西部に販売しています。 

 そのため、各地区で設定している運搬費を含めた再生骨材価格での適正な取引に支障が

生じているということで、こうしたことが課題となっております。 

 全ての地区で再生骨材などのストックが増加傾向にあり、コンクリート塊などの受入れ

を一時的に制限するなど、地区内の需要と供給のバランスが崩れてきているということで
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す。現状の課題については、神奈川県議会などでも問題視されているという状況でござい

ます。 

 最後になりますが、まとめといたしまして、県内の多くの指定工場が、再生砕石のスト

ック量の増加により、コンクリート塊などの受入れを一時的に制限せざるを得ない状況に

なっておりまして、適切な公共工事の施工への影響が懸念されています。 

 また、コンクリート塊等の受入量と再生骨材の販売量のバランスが崩れてきていまして、

本来、東部地区で販売されるべき再生骨材がその他の地区に販売されているなど、県内で

の販売競争が起こっています。 

 県内でのコンクリート塊等の受入量と再生骨材の販売量のバランス改善を図るために

は、近隣の都道府県だけでなく、全ての都道府県の状況を踏まえた対応や再生骨材の利用

拡大などの検討が必要だと考えております。 

 神奈川県といたしましては、本日の小委員会の検討結果や、国土交通省の皆様の御協力

もいただきながら、課題の解決などに取り組んでいきたいと考えております。今後も引き

続き御協力をお願いしたいと思います。 

 長くなりましたが、神奈川県からの説明は以上になります。ありがとうございました。 

【勝見委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、神奈川県からの御説明につきまして、御質問や御意見のある方はお願いいた

します。 

 小山委員。 

【小山委員】  小山ですけれども、質問というよりも確認でして、コンクリート塊のリ

サイクルのほうで、再生骨材という言葉が御説明の中で出てきたんですが、恐らく道路用

路盤材のようなことかと思います。神奈川県さんのご説明で再生骨材と呼ばれているのは、

再生砕石、路盤材のことでいいですよねという確認をさせていただければと思います。 

【神奈川県】  そうですね、先ほど価格のところでも御紹介させていただきましたが、

再生クラッシャーラン、再生砕石でございます。 

 

【勝見委員長】  江副委員、それから谷川委員の順でお願いします。 

【江副委員】  御説明ありがとうございました。私からは、公共建設発生土のほうです

ね、利用システムをうまく運用されているということで、状況はよく分かったんですけれ
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ども、ただ、需給バランス的に、今後受入地が不足していく状況だということで、それに

対してどうするかという課題ですね。新たな民間型の受入地を確保するだとか、あるいは、

労力も削減するためにデジタル技術活用とかいうお話をされていましたけども、やっぱり

そこはどうしても限界があるのかなと感じていまして、私もいろいろな施工業者さんとか

の話を聞いていますと、土の受入地が不足している、していくという状況、御意見を聞い

ています。 

 その中で、やっぱり民間工事も巻き込んでいくべきじゃないかなと個人的には思うんで

すけれども、先ほどの御説明の中でも、その点、官民マッチングに触れられていました。

ただ、調整を行うことが難しいので、調整まで行うシステムになれば利用を検討できると

いうことだったんですけれども、この調整に際してのハードルはどのようなことを考えて

おられるのか。つまり、そもそも民間工事の情報収集だとか、それをどう提供するか、あ

るいは、実際にマッチングする際の土の品質管理だとか確認とか、あるいは、そもそもそ

ういった調整に要する労力が多大で、そこまで手が回らないとかというところですね、具

体的な、実務的なお話をお聞かせいただければありがたいです。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 谷川委員、お願いいたします。 

【谷川委員】  大変詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。 

 私からはシンプルな質問でして、再生骨材の話は出てきていたんですけども、もっと粒

径の細かい再生砂ですとか、砂のほうですね、こちらについては、再生骨材を混ぜている

と考えていいのか、それともまた別に対策をとられているのかという点について教えてい

ただければと思います。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 織委員、お願いします。 

【織委員】  御説明ありがとうございます。私も公共建設発生土のこのシステムはすば

らしいなと思うんですね。このシステムが回っていれば、実際に、その次のページにある

課題というのは出てこないと思うんですよね。 

 この課題が出てくるということは、そもそもシステムに載っていない、それを超えた量

が発生しているのか、あるいはカバーできていないのか、その辺の、どこにミスマッチン
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グがあるのかなということで、これで全部カバーできていたらそれで計画的にいくわけな

ので、満杯になって新しいものって必要じゃなくなるわけですよね。せっかくこのシステ

ムが使われているけれども、何がネックになっていて、その解決策としては、先ほどおっ

しゃられたような、新しいところをつくっていくということなのか、あるいはシステムを

回していくべきなのか、発生残土をより少なくしていく、保管の問題なのか、受入先の問

題なのか、発生量の問題なのか、その辺がよく分からなかったというか、知らないので、

ぜひ教えていただきたいなと。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 根村委員。 

【根村委員】  根村です。よろしくお願いいたします。私も発生土のこのシステムがう

まく回っていない理由が分からないと思っていたんですけど、ここでおっしゃっておられ

る発生土が何を指すのか、その内容について定義していただくと、少し分かるのかなと思

いますので、ぜひお願いいたします。【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 ほか、よろしいですか。 

 私からも１点、２ページにありますように、地区に分けて管理されているということな

んですけれども、それぞれの地区で土質、品質の特徴があるかどうかということを教えて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、まとめてたくさん出てしまいましたけれども、よろしくお願いいたします。 

【神奈川県】  まず、発生土につきましては、定義としては、公共工事で発生する土砂

です。例えば構造物を造るために掘った土とか、神奈川県で現状、特に増えているのは、

河川内にたまった土砂を、流量、断面を確保するために掘るというものが、いわゆる建設

発生土の主なものになっております。 

 建設発生土の受入地を確保することが課題だという御質問に対してですけども、先ほど

うちのシステムを使うと、当然これだけの工事量、いわゆる公共工事で出る量がまず把握

できるので、その量をどこの受入地、まずは地区内、地区内でできなければ地区外という

調整をします。 

 どうしても受入地のほうは埋めると終わってしまうので、先ほど５年間で終わるのが何

か所かあるというお話をさせていただきましたが、それが終わる前に次の受入地の開設と
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いう調整が必要。他、発生量を抑制するためには工事間流用というのをやっておりまして、

第一優先は工事間流用なので、工事間で欲しいところがあれば、そこに発生土を持ってい

く。 

 神奈川県では特に、相模湾という海に囲まれておりまして、海岸侵食が大きな問題にな

っておりまして、河川で発生する土砂については養浜材としてなるべく使おうということ

で、まず発生抑制をそこでかけて、それでも使い道がないものを処分地に入れるという形

を取っています。 

 あと、民間工事につきましては、先ほどＵＣＲさんのお話をさせていただきましたが、

県で設置できないような、例で言うと例えばゴルフ場を少し埋めたいとか、そういうもの

はＵＣＲさんが単独で県内でもやっていただいておりまして、そういうところに例えば民

間さんとかＮＥＸＣＯさんとか、そういう人たちはそういうところに持っていったりとい

うことで、できるだけ県が指定したところについては、公共工事をなるべく優先的に入れ

るというような配分をしております。 

 あと、地区ごとにそんなに大きな差があるわけじゃないのですが、改良した土を受け入

れてくれるところと、くれないところがございまして、改良土の受入先が比較的少ないと。

特に、石灰系は比較的取ってくれるのですけど、モルタル系は駄目だとか、そういうとこ

ろがございますので、そういう調整が比較的大変だと。 

 あと、マッチングシステムのほうは、今現状のマッチングシステムですと、出す人とも

らいたい人がただ登録していくだけなので、どうしても工事時期の調整が非常に難しいと

いうところで、その調整をシステムの中でできれば、その辺の労力が要らなくなるなとい

うことで、ちょっとお話をさせていただきました。 

 あと、認定資材の中には、再生砂と言われているものは、今現状はないのですけども、

過去にはあったというところでございます。 

【勝見委員長】  詳細の現状紹介と御質疑の御対応をいただきまして、どうもありがと

うございました。 

 次に行かせていただきたいと思います。 

 次の議題で、資料４、５の御説明をいただきます。建設リサイクル施策に関する検討と

いうことでございます。よろしくお願いいたします。 

 その次、資料５早期に取り組むべき具体の施策、こちらについても併せて御説明いただ
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くということでよろしいでしょうか。お願いします。 

【祢津企画官】  ありがとうございます。 

 資料４について、まず御説明させていただきます。冒頭御説明させていただきました論

点、こちらにひもづくような形で、まず全体的な方向性を資料４で御説明させていただき

たいと考えております。 

 それを受けて、資料５として、先ほどの建設発生土、それからコンクリート塊の需給バ

ランス、これについてさらに深掘りさせていただきたいと考えております。 

 資料４を御覧ください。 

 まず、カーボンニュートラルでございます。１枚おめくりいただきますと、論点として、

建設リサイクル分野におけるＣＯ２排出抑制に向けた評価方法を検討すべきではないかと

いうことでございました。 

 こちらについては、現状報告という形になります。これはリサイクルだけではなくて、

新材も含めてということになりますが、今、全体としてカーボンニュートラルへの取組と

いうことで、建設分野においても２０３０年度のＣＯ２排出量目標達成ということで、開発

された技術を現在試行されている取組に加えて一層の取組が必要ということで、現在検討

をしているというところでございます。 

 特に、次のページを御覧ください。今、右のほうに赤囲みしていますが、「新規ＢＲＩ

ＤＧＥ検討課題」と書いてありますが、このＢＲＩＤＧＥというのは、内閣府さんで新技

術を実装するための検討プログラムでございますが、こちらのほうで今現在、このインフ

ラのＣＯ２の削減に向けた排出量の検討をしているところでございます。 

 こちらについては、赤囲みしておりますが、いわゆる廃棄・リサイクルといった再生材

についても検討項目としております、赤線を引いておりますが、施工段階のみでなく維持

管理、再生資材も対象ということで、並行して再生資材についても、ＣＯ２抑制の評価方法

について引き続き検討してまいりたいと考えてございます。 

 ４ページには、現在、関連団体さんですとか、これは表彰の事例を載せさせていただい

ておりますが、いろいろなところでＣＯ２抑制に向けて、今、取り組んでいただいておりま

す。 

 まず、カーボンニュートラルの現状の取組の御報告ということになります。 

 ２番、サーキュラーエコノミーでございます。建設発生土の有効利用の促進というとこ
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ろでございます。もう大分議論していただきましたけれども、そもそも論みたいなところ

も含めて御説明させていただきます。 

 ６ページ、建設発生土の場外搬出量の推移でございます。全体像で申し上げますと、絶

対的な量という意味で１９９５年度と比較しますと下がってきているというところでござ

います。平成７年には４.５億万 m3 あったものが、今、平成３０年の副産物実態調査では

１.３億万 m3 まで、全体量は減っているというところでございます。そのうち、内陸受入

地、最終処分量ということになりますが、約０.６億万 m3 ということで、約４割はそちら

に行っているというところでございます。 

 これを模式的に表したのが７ページでございます。今申し上げました約４割、これは左

側の「発生」の左下に矢印で外に出ていっているような、「最終処分場等」と書いており

ますが、外に出ているというのが約６,０００万 m3 あるということになります。この一方

で、右側に赤字で「新材」と書いておりますが、新材の利用が一定程度あるということで

ございます。ここの工事間利用を促進することによりまして、この緑点線のような形で、

サーキュラー、有効利用することによって、より一層循環経済に資するのではないかと。

こういったことを考えてございます。 

 ８ページ、建設発生土情報交換システムということでございます。こちらにつきまして

は、いわゆる官と官の工事のマッチングといった形になります。現在、こちら、システム

として、右側を見ていただければと思いますが、必要な時期・場所・土質あるいは時期、

そういったものを検索いたしますと、どこにどういった量の土があるかといったことを検

索できるシステムでございます。イメージ的には不動産の物件検索のようなシステムにな

っているというところでございます。これがまず、官官の建設発生土情報交換システムと

いうものでございます。 

 さらに、建設発生土の官民有効利用マッチングシステムといったものがございます。こ

ちらにつきましては、公共工事の官と民の間での有効利用促進ということで、平成２７年

度から運用しているところでございます。既に様々なアドバイスをいただいておりますが、

こちらのさらなる有効活用に向けた検討といったことは必要であると考えてございます。

先ほどマッチング調整といった機能があるとより充実するといった御意見もいただきまし

たけれども、まさに御指摘のとおりでございまして、今、どちらかというと一覧表のよう

な形になっていて、それを自ら探しにいくというような状態でありますので、より一層の
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充実を図る必要があるといった問題意識を持ってございます。 

 そのようなところから、１０ページでございます。まず、そういった意味では強化の第

一歩ということになるかと思いますが、官民一体となった相互有効利用のマッチングを強

化するといった観点で、現状、左にコブリスと言われる建設副産物情報交換システムとい

ったものがございますが、これと合わせてこの３つのシステムを一体化すると。それをコ

ブリス・プラスということで、来年度早々にも運用を開始する予定ということで考えてご

ざいます。 

 これによって、システムの利用者の増加ですとか登録数の増加、その先にはマッチング

数の増加といったことが期待できるかと考えてございます。もちろんこの上で、引き続き

そういった調整機能ですとか、マッチング機能の検討をさらに進めていく必要があると考

えているところでございます。 

 １１ページ以降はその事例を紹介させていただいていますが、時間の関係もありますの

で、省略させていただきます。 

 次に行かせていただきます。１５ページを御覧ください。こちらにつきましては、スト

ックヤードについての論点でございます。 

 御存じのとおり、ストックヤード登録制度は、令和３年７月の熱海の土石流災害を受け

まして、制度設計がなされてきたところでございます。 

 次のページ、１７ページでございますが、昨年、令和６年６月１日に、ストックヤード

運営事業者登録制度が本格運用されたところでございます。現時点のストックヤード登録

状況ということで、１２月２０日時点ということでございますが、現在１,３９５か所とい

うことで、登録数は増えてきているというところでございます。まだ始まったばかりとい

うところはありますが、こちらの運用状況を見ながら、改善についても検討していく必要

があるのかなと考えているところでございます。 

 それを踏まえまして、１８ページにまとめということで書かせていただいております。

今までのヒアリングですとかアドバイスいただいたものを含めまして、特に土質・土工期

等の確認・調整、まさに先ほどの土のマッチングといったところでございますが、こうい

った視点ですとか、中長期的な視野に立って、ストックヤード等の活用についても検討し

ていく必要があるのではないかと考えてございます。 

 これまでの関係団体さんからの御意見につきましても、「建設発生土の有効利用・適正



 -25-

利用を促進するためには、情報交換システムによる工事情報の確認・調整に加えて、専属

の担当者による現場レベルで土質、土工期等の確認・調整が必要｣と。具体的にそういった

専属の担当者が必要ではないか、という御意見も、７月のヒアリングのときには御指摘を

いただいたところでございます。 

 こういった視点も含めて、引き続きマッチングの強化について検討してまいりたいと考

えております。これが大きな柱としての１点でございます。 

 次のページを御覧ください。１９ページ以降でございます。建設廃棄物のリサイクル推

進の、先ほどコンクリート塊を中心としました需給マッチングでございます。 

 ２０ページでございますが、いわゆる再資源化率については御覧のように９９％以上と

いったことを、これまでもこういった数字を申し上げてまいりました。ただ、この内訳に

ついて、果たしてどういった利用がされているのかといったところをしっかりと分析する

必要があると認識してございます。 

 今年度、建設副産物実態調査を実施してございますけれども、こちらについては、再資

源化した後、出荷しているかどうか、そういったところの指標も確認してございますので、

その結果が出た上で、どのような実態があるのかといったことをさらに分析していきたい

と考えております。 

 それを踏まえまして、２２ページ以降でございます。こちら、まさに東京都さん、神奈

川県さんからいただいたアドバイスと非常に重複する点でございますけれども、コンクリ

ート塊の再生利用の状況ということで、コンクリート塊の大半、再生クラッシャーラン、

路盤材に使われているというところでございます。一方、再生コンクリート骨材について

は僅かといったところでございます。 

 右側に建設工事の砕石利用量というのがございます。全体量が減っている中で、いわゆ

る再生クラッシャーランの量は４,０００万トンということで、平行線といった形でござい

ます。そういう意味では、内訳の比率というのは高まっているといったところがございま

す。 

 また、ピンク色の真ん中の下にございます表でございます。再生砕石の需給でございま

す。これは非常に地域間に差が見られるというところでございます。首都圏におきまして

は、御覧のように、豊富ということになりますが、首都圏においては再生砕石が余ってい

るといった実態がデータ的にも確認できるいうところでございます。 
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 次のページでございます。２３ページでございますが、左上の表を御覧いただければと

思いますが、東京都内から搬出されるコンクリート塊の半数以上が都外に搬出されている

ということでございます。青い帯のところとオレンジ色っぽい帯を御覧いただければと思

います。２０２３年におきましても、青いところは３４９.３千トン、都外は７０９.９千ト

ンということで、半数以上が都外に搬出されているといったところがまず実態としてある

というところでございます。 

 また、コンクリート塊自体は、民間土木あるいは建築工事の排出比率が高いということ、

その一方で、砕石は公共工事での利用比率が高いといったところが下の表で御覧いただけ

るかと思います。 

 このような実情が現状としてあるといったところを御確認いただければと思います。 

 以上を踏まえまして、２４ページにコンクリート塊の再生材における需給バランスにつ

いての意見をまとめさせていただいています。今日既にいただいている意見と重複します

ので、一つ一つは省略いたしますが、基本的には、再生骨材への利用を高める、先導的な

再生骨材コンクリートへの活用、公共工事への活用を期待するといった御意見を多々いた

だいているといったところでございます。 

 以上のことを含めまして、検討の方向性ということで、２点ほど整理しております。地

域の需給等を踏まえ、再生クラッシャーランの利用拡大の検討を実施。特に再生骨材コン

クリートでございますが、技術的検証を進めてまいりたいと考えております。その上でこ

の利用拡大の検討をしてまいりたいと考えているところでございます。この点については、

資料５で詳しく御説明させていただきます。 

 次を御覧ください。建設汚泥でございます。 

 ２６ページを御覧ください。建設汚泥につきましては、左側の発生量という円グラフを

御覧いただければと思いますが、現場内の利用が約２２％で、現場外に搬出されているも

のが約７８％という現状でございます。その現場外搬出の内訳が右の円グラフでございま

すが、現場外の搬出されたもののうち、利用といったところによりますと、青い点線で囲

まれている部分になりますが、５２万トンしか利用されていないといった現状がございま

す。 

 そういったところを踏まえまして、いわゆる自ら利用と言われるところの利用拡大を進

めるとともに、現場外搬出で再資源化された利用の促進といったことも、技術的なことも
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含めまして、検討していくといったところを考えているところでございます。 

 次でございます。これはメンテナンスでございます。 

 ２８ページでございますが、こちらについてはメンテナンスの委員会で議論させていた

だいているものでございますので、抑制という観点ですが、その御紹介ということとさせ

ていただきたいと思います。メンテナンスにつきましては、今、予防保全ということで、

人間でいうと、病気になる前にしっかり予防の治療をしていきましょうというところにな

りますけれども、今後、特に左の道路橋を御覧いただければと思いますが、現在、２０２

０年時点ですと、５０歳以上の橋は３０％ほどでございますが、２０４０年になりますと

これが７５％になると。高度経済成長期にできたものが多いので、２０４０年になると７

５％は５０年以上経過した橋ということで、非常に老朽化が懸念されるといったところで

ございます。 

 そういった中で、これは国の取組でございますが、２９ページでございます。今、自治

体さん、特に小規模自治体さんというか、土木技術者が少ないといった自治体も多くござ

います。土木技術者が５人以下という自治体が実は全国で約半分ということで聞いてござ

います。そういったところも含めまして、効率的に効果的に維持管理をしていくというこ

とで、今、地域インフラ群再生戦略マネジメント、これを訳して群マネと申し上げており

ますが、簡単にイメージを申し上げますと、ケース１ということで、広域的に複数の自治

体さんが連携してそういった管理をしていくといったことですとか、また、ケース２とい

たしまして、道路は道路、河川は河川、公園は公園といった形で管理するのではなくて、

これをまとめてメンテナンスするといったような他分野連携ができないかと。そういった

包括的に、よく包括的民間委託といったものがございますが、そのようなものも含めて、

できないかといったことを今国のほうで検討してございますので、メンテナンスのほうで

は、群マネといった単語をお気にしておいていただければなと考えております。 

 ３番でございます。災害廃棄物の対応でございます。 

 こちらについては、３１ページでございます、昨年１月にございました能登半島地震へ

の対応といったことが喫緊にはあるかと考えております。こちら、石川県さんのほうで昨

年２月に公表されてございます災害廃棄物処理実行計画でございます。こちらにおきまし

て、熊本地震の実績を基に推計されたデータでございますが、今回、県全体で、左上のと

ころに発生量ということで約２４４万トンが発生すると推計となってございます。熊本県
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さんの実績では、大体半分弱がコンクリート殻であったということで、推計上、右下に赤

囲みをしてございますが、コンクリート殻が約１１８万トン出るのではないかということ

で推計が出てございます。こちらを建設用資材、建設に使えないかとといったことで、実

行計画として公表されているところでございます。 

 また、真ん中の処理というオレンジ色のところを御覧いただければと思いますが、不燃

物、約７３万トンとなってございますが、「再生資源化（瓦）」と書いてございます。今

回、相当数の瓦も出てくるのではないかと聞いてございますので、こちらについて、災害

廃棄物を建設で使えないかといった検討も必要ではないかと考えてございます。 

 過去の利用例を３２ページに整理させていただいております。こちらは東日本大震災で

の活用事例ということになります。東日本大震災におきます災害廃棄物の利用ということ

で、左上の事例ですと、これは海岸事業でございます。仙台南部海岸の堤防復旧工事に盛

土材として活用した事例でございます。 

 あるいは、道路についても、これは釜石山田道路、三陸道になりますけれども、こちら

の工事用道路、こういったところにも活用したといった事例でございます。 

 また、瓦につきましては、右側、舗装ブロックに活用ということで、こちら、宮城県に

ございます、宮城大学の遊歩道あるいは休憩所、こういったところで使っているといった

事例もございます。 

 こういった事例も踏まえながら、建設資材として活用を促進していきたいと考えている

ところでございます。 

 最後でございます。３４ページ、生産性向上でございます。こちら、ＩＣＴ技術の活用

ということになりますが、建設リサイクル推進計画にも記載させていただいていますトレ

ーサビリティー、これをＩＣＴの技術を使ってやっていけないかといった取組をしてござ

います。右に参考としてございますけれども、こういった建設発生土の搬出入を、ＩＣカ

ードをスマートフォンにタッチすることで、紙でやらずに記録できるといった取組なんか

もしております。引き続き生産性向上に資する取組といったことをやっていきたいと考え

ているところでございます。 

 これが全体像でございます。 

 続けて、資料５を御説明させていただければと思います。 

 先ほど特に抽出してということで、２点、申し上げさせていただきました。 
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 １枚おめくりください。こちらは再掲示になります。政府の「循環経済への移行加速化

パッケージ」でございます。建設発生土の有効利用と建設廃棄物のリサイクル推進でござ

います。こちらについても、左側には官民一体となった相互有効利用のマッチング、技術

的検証を行った上でのコンクリート・アスファルトの利用拡大としてございます。 

 まず、土についてでございます。こちらについては、先ほど申し上げたことと同様にな

りますけれども、この一体化、これをまずファーストステップとして進めてまいりますと

いうところでございます。 

 こちら、再掲示になりますけれども、３ページでございます。先ほど口頭で申し上げた

ことと同様になりますが、まずシステムとしては一体化をするという中で、特に土質・土

工期等の確認・調整、マッチングといった機能をどうするかといったところが非常に重要

なポイントかと考えてございます。こういった人による、専属の担当者による、そういっ

たコーディネートができるシステムを構築できるかどうか。または、例えばＵＣＲさんな

んかはそういったマッチングをしていただいているといったところもございますが、そう

いったところも勉強させていただきながら、こういった確認・調整機能の強化、マッチン

グの強化といったところについて、引き続き検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 ４ページでございます。４ページも再掲示でございます。先ほど申し上げました検討の

方向性、技術的検証を行った上で、再生骨材の利用拡大の検討を実施というものでござい

ます。 

 こちらについて、５ページ以降に、おさらいも含めて整理をしてございます。 

 こちらについては、まずコンクリートの構成でございますけども、コンクリートにつき

ましてはセメント、水で、骨材というのは細骨材と粗骨材があるということで、これらで

できているという形になります。そういった中で、再生骨材コンクリートというのは、こ

の緑の骨材というところの再生骨材を使用したコンクリート、でございます。 

 この再生骨材コンクリートでございますけども、６ページを御覧ください。再生骨材コ

ンクリートにつきましては、品質が３種類ございます。Ｌ、Ｍ、Ｈといった規格に分けら

れているものでございます。右下を御覧いただければと思いますが、再生骨材Ｌ、Ｍ、Ｈ

というのは何が違うかというところでございますが、Ｌが強度を要しないコンクリート、

Ｍというのは、イメージ的には重力式擁壁とか鉄筋のない擁壁とか、そういったものには
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使ってもいいといようなものでございます。Ｈにつきましては、これはいわゆる新材、通

常のコンクリート骨材と同等の品質を持っているというものでございます。下に、付着モ

ルタルですとか吸水率、また、絶乾密度、こういったものの強弱によって決まっていくと

いうところでございます。 

 次を御覧ください。７ページでございます。再生骨材の活用につきましては、平成２８

年３月３１日に、技術調査課長通知ということで整理をしてございます。コンクリート副

産物の再生利用に関する用途別品質基準というものが取りまとめられてございます。コン

クリート副産物は、これまで再生路盤材として主に用いられてきたが、これに加えコンク

リート用骨材として用いることも有効活用を図る上で必要となってきているということを

申し上げた上で、真ん中後半の「一方で」ということになりますが、再生骨材コンクリー

ト、特にＭについては、乾燥収縮ひずみ、収縮、このひずみが通常のコンクリートよりも

大きくなる可能性があるためということで、用途をこれには使っていいと制限していると

いうところでございます。 

 その用途でございますけれども、次のページ以降に整理をしてございます。 

 ８ページでございます。先ほど東京都さんからも指摘いただきましたが、まず供給側と

いうことになるかと思います。再生骨材コンクリート、これはＪＩＳ表示認定製品を製造

する工場から選定することを原則としているということで、こちらの通知の中にも、赤線

のところでございますが、そのように記載しているというところでございます。 

 この実態を、東京都における供給エリアということで、右にプロットさせていただきま

した。供給できるエリアは非常に限られているといったところでございます。このコンク

リートＨ、Ｍ、Ｌを供給できる製造工場はこれぐらいしかないということになります。 

 ちなみに、日本地図が真ん中下にございますが、全国を見ますと、全くない地域もある

というところでございます。例えば四国は１つもないというところでございます。 

 ９ページを御覧ください。９ページが先ほどの用途についてでございます。左に再生骨

材コンクリートＭ及び再生骨材コンクリートＬの適用の考え方というところでございま

す。Ｍにつきましては、無筋コンクリート部材に使ってもよいとなってございます。簡単

に申し上げますと、下に写真を設けてございますが、重力式擁壁、こういったものについ

てはＭを使えると。Ｌというのは、どちらかというと、よく捨てコンとか均しコンと言わ

れますが、こういったものに使うのに限定されているというところでございます。 
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 １０ページ、価格でございます。こちらについては、これは販売価格なりますので、こ

れをもって安いとは言い切れないかと思いますが、今、価格自体は同額以下で取引されて

いるというところでございます。単価から１００円引いたとか２００円引いたということ

でございますので、製造コストはまた違う観点での検討が必要かと考えてございます。 

 １１ページ以降に事例を載せさせていただいています。東京オリンピックでも使ってい

ただいたといった事例ですとか、東北におきましては冬の凍害といったものもありますの

で、こういった既製品のプレキャストが適用できるかどうかといったことを実験的に行っ

たといったものもあります。また、民間工事の適用事例も少ないながらもあるというとこ

ろでございます。 

 １２ページは、今申し上げました、左側には土研さんと宮城大学さんが寒冷地でもプレ

キャストコンクリートとして使えないかといった検討をした事例でございます。また、マ

テリアル革新力強化戦略といったものが政府全体としてございますけども、こちらのほう

にも、真ん中で赤字にしてございますが、再生骨材Ｍについては今後の活用が期待という

ことで示させていただいているというところでございます。 

 最後でございます。今後、再生骨材の利用につきましては、技術的な検証を行ってまい

りたいと考えてございます。特に先導的に公共工事での利用を期待といったコメントもい

ただいております。そういったところでの検証を含めながら、再生骨材の利用拡大を図っ

てまいりたいと考えてございます。 

 その結果、供給側としては、再生骨材コンクリートの供給エリアの拡大策につながるの

ではないかと。需要側におきましても、公共工事で使っていくことによって、結果的に需

要拡大にもつながるのではないかと考えているところでございますので、そういった社会

情勢の変化も含めて、必要に応じて、先ほど申し上げました基準類、こちらについても改

善できるところは改善しながら、整理をしていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、委員の皆様から御質問、御意見いただきたいと思いますけれども、資料４は

全体的な建設リサイクル施策をどう進めていくかということをまとめていただいている。

その中で、資料５が特出しといいますか、量も多くて、現状いろいろ困っていらっしゃる、

あるいは解決すべき問題があるものを、できるだけ早く手を打ちたいという整理でしてい



 -32-

ただいているということで、資料５にないものが資料４にございますけれども、それはま

た資料４のブラッシュアップで整理いただく、まとめていただくという理解をしておりま

す。それでよろしいですね。 

【祢津企画官】  はい。 

【勝見委員長】  それでは、委員の皆様、お願いいたします。 

 オンライン、谷川委員、北垣委員の順にお願いできますか。それから浅利委員。 

【谷川委員】  どうもありがとうございます。私からは３点ほど手短にお願いできれば

と思います。 

 まず、全体的にかなりこの間の議論を反映していただいておりまして、大変感謝申し上

げます。細かい点になりますけれども、先ほど御説明いただいたリサイクル率のところで

すね、資料４の２０ページのところを見ていただきますと、ここの説明で、上流側での再

生資源の利用率について考えていきましょうということなんですが、今日の御説明でも何

回かあったように、特に建設資材、カスケード型で上流側に入っていくという形になって

おりますので、これが、今回の再生コンクリートの話もそうですが、指標をつくるときに、

単純に新しい工事に使いましたというのではなくて、どういうカスケードのどの辺に入っ

ていったのかということを、上流側に１個戻るような形にできたのかどうかということも、

指標をつくる上で非常に重要な視点かと思いますので、また教えていただければと思いま

す。 

 次に、同じ資料の２８ページ目のところで、長寿命化についてのお話がありました。こ

れも非常に重要なポイントでありますが、今回お話しいただいたのはインフラの件が多か

ったかと思いますが、我々、別のプロジェクトで建築の耐用年数を延ばしてはどうなんだ

ろうかということをいろいろ検討したところ、資源の投入に係るＣＯ２の排出量だけで言

えば、今の耐用年数を倍ぐらいにすると、全体的にＣＯ２の排出量は毎年３割ぐらい減るん

じゃないかという計算結果が出ておりまして、こういうことも考えますと、建築・土木そ

れぞれ、ほどよく考えていくことが大事かなと考えます。 

 ただ、その上で、さっきのカスケード型とも関わるんですけれども、今の状況だと、コ

ンクリート塊が出てきたとき、そこから今度、カスケードで道路の路盤とかに行ってしま

うと、それぞれどれぐらい工事需要があるかによってその資源バランスが変わってきます

ので、長期的に耐用年数を延ばして建築側から出てこなくなったようなときに道路需要が
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あったりすると、今度は道路需要に賄えなくなるので、この辺りで長期的な資源バランス

を考えることも大事だなと考えました。 

 最後の点ですが、最後、別の資料で出していただきましたが、再生骨材のコンクリート

を使う場合というのは、こういうところで使いましたということももちろん非常に大事な

んですけれども、いわゆる今出ている規制みたいなもので、そこで入っていけないという

ことが結構、僕としては声を聞くことが多いので、そういう規制をどうやって緩和してい

くのかということ。 

 あと、自主規制にかかってくると、産地を起算しないといけないみたいな問題が出てき

て、その産地をどうやってクリアしていくのかというようなところも一つの規制緩和のポ

イントかなと思っていまして、いつかお話ししたかもしれませんが、消波ブロックみたい

なものだと、バージン材しか使えないみたいな規制があるとか、再生材を使えるんだけれ

ども産地記載が必要だみたいなところがあってくると、なかなか入っていく障壁になるか

なと思いますので、こういう規制緩和という観点も大事かなと思いました。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

【勝見委員長】  北垣委員、お願いします。 

【北垣委員】  北海道大学の北垣です。ありがとうございます。私はコメントと質問、

両方あるんですけども、再生骨材コンクリートの今後の展開ということに関しては、非常

にすばらしいことだなと思っております。 

 というのも、従来より、先ほど谷川先生がおっしゃったように、一時的には指摘してい

るものが多くて、一方で、展開という話になると、なかなか規制等と、あと品質とか、そ

ういうことの問題で進めるという話になると、さらにもう一度高めて進めていくというの

が、規制含めて変えていくということをやったら、すばらしいんじゃないかと思っており

ます。 

 一方で、やっぱり資源バランスという意味でいうと、資料にも再生骨材コンクリートな

どという記載がありますけども、例えば道路需要等、いろんな需要の中で、どうやってカ

スケードでつないでいくかというときに、技術のオプションというものがあってもいいの

かなという気もいたしました。 

 それで、まだ説明いただいていないかもしれないんですけど、参考資料のほうでお伝え

いただいているような、地盤材料との利用ということを考えてやっていったり、そこでハ
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イブリッドソイルという名前が書いてあるんですけども、そういうのも組み合わせてやっ

ていくということをすると、さらに再生コンクリートのほうもうまく回ったり、組合せの

ほうでよりサーキュラーエコノミーを促進していくことが可能なんじゃないかなと思った

んですけども、その辺の技術の多様性と資源バランスという点でどういった考えをお持ち

だったりするのかなと、もしお持ちであればぜひお聞きしたいなと思いました。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 浅利委員、お願いします。その後、江副委員、肴倉委員でお願いいたします。 

【浅利委員】  ありがとうございます。まずは、すごく充実したデータをまとめていた

だいてありがとうございます。 

 １つ目はコメント的なものなんですけれども、最初のほうでカーボンニュートラルに関

する考察をいただいていますが、今、環境省では、脱炭素先行地域という形で、全国１０

０か所をつくって、ドミノ倒しを狙っていこうということがあるんですが、なかなかスパ

ン的に難しいということがあるものの、そういったところでも建設リサイクルとか建設廃

棄物関係のものが入っていくような、ちょっと玉出しみたいなことができたらいいなと思

いまして、若干コメントと感想という感じになるかもしれませんが、それが１点目です。 

 あと２点目、災害廃棄物についても特出しいただいて、大変感謝しています。１つはち

ょっと細かな話なんですけど、例えば能登に関しても、普通の災害廃棄物として、今建っ

ている建設関係のものから出てくる廃棄物以外にも、今回、能登瓦をつくっておられる瓦

の工場からも、地震の影響で新しい瓦が割れてしまったというようなことがあって、それ

が結構早期に流通していまして、リサイクルも、活用がしやすくて、しかも復興支援にも、

心理的にも非常によく働くというようなことがあって、そういった事例もありますので、

もしよろしければそういったものも拾っていただいてもいいのかなと思いました。 

 あとは、そういう意味で、建設リサイクルというところの本質的な部分でいきますと、

特に勝見先生なんかも東日本大震災でものすごくこの類いの資材の努力、流通に関しては

御尽力いただいたんですけれども、やっぱり復興のスパンの在り方、今、３年以内という

のが原則みたいになっていますが、やっぱり地域によって、今後起こってくるものに関し

てはちょっと考え方が変わってくることもあるのかなと思っていまして、そこはぜひ国交

省様、それから建設リサイクル系という視点から、また御検討いただけるとありがたいな

と思いました。 
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 あと最後、もしかしたら次のときに発言の機会をつくるのが難しいかもしれないという

ことで、１点、次の資料にも関わるのと、あと１点目にも関わる視点で発言させていただ

きますと、優先すべき事項ということで今日のような話題があるのかなと思いますけれど

も、やっぱり建設物というのは非常に寿命が長いことから、早く着手しておかないと、後々

響いてくるようなこともあるのかなと思っていまして、その視点では、最近ですと、積水

ハウスさんが２０５０年までに完全循環する家をつくるということで取り組まれています

が、やっぱり少なくともそれぐらいのスパンがかかるんだろうなと思っていまして、そう

いう意味では、いかに上流側にこの流れを組み込んでいくかという議論も早めに始めてい

ただけるとありがたいなと思いました。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 江副委員、お願いいたします。 

【江副委員】  江副から１点だけ御質問させていただきます。建設汚泥の利用拡大策の

検討ということで、従前の議論を充実した形でまとめていただいて、ありがとうございま

す。 

 １点、私、これ、前回も質問させていただいたかと思うんですけども、自ら利用に関し

て、活用していかないといけないとは思うんですが、それには当然現場でコストがかかる

話で、このコストについて、発注者が発注時に想定して金額に組み入れているのか、恐ら

くそういった場面じゃない、つまり、工事後に自ら利用をすることになった場合、追加費

用は発注者が負担すべきという議論の必要が出てくるかと思います。その辺り、コストの

負担というところは実態がどうなっているのか、分かる範囲で教えていただけるとありが

たいです。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 肴倉委員、お願いします。 

【肴倉委員】  肴倉です。私からは簡単な質問なんですけれども、再生骨材に関して、

再生砕石、再生骨材として、Ｈ、Ｌ、Ｍとして使っていくというのは全く異存ないんです

が、資料４の２２ページに、新材がまだ６３％使われているというところで、いまだその

ぐらい新材が使われているのは、どういう場面で使われているのかなと思っています。 
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 実際、地方によっては、まだまだ再生材よりも、再生材が足りなくて新材が使われてい

るというところはたくさんあると思うんですけれども、もしそうだとすると、再生骨材Ｈ、

Ｍ、Ｌにかじを切るときに、全国一律で掛け声をかけるのがいいのかどうかというのはち

ょっと気になっています。 

 ですので、そこの配慮が必要かなと思ったのが１点と、あと、再生骨材、特にＨなんか

はセメントペーストが十分はがされますので、そうすると、そのセメント分が廃棄物とし

て発生するというところで、歩留り的なところで廃棄物が発生する量がちょっと増えるの

かなという心配と、あとは、砂として利用するに当たっても、セメントの六価クロムの取

扱いもちょっと気にしておいたほうがいいかなという気がいたしました。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、対面の織委員、お願いいたします。 

【織委員】  ありがとうございます。詳細なデータをまとめていただいて、大変よく分

かりました。 

 それで、道路材の使用というのは、非常にキャパも大きくて、最終的に吸収力として、

廃棄物再生利用として、すごく大きくて重要だと思います。そこについて、マッチング情

報ですとか、こういうシステムをつくっていただく意義というのは、すごく大きいと思い

ます。 

 そのためには、品質確保と用途拡大というのが何よりも、制度的にきちんと基準値をつ

くっていく、ガイドラインをつくっていく、どういう形で安心して品質を確保していくの

かということと、それから新たな用途確保、土砂にしてもコンクリートにしても見つけ出

していかなければ、先細りになってしまうという点があると思うんです。 

 もう１点、今まであまり議論になってないんですけども、残土についても、不法投棄と

いう問題を、建設廃棄物の場合については決して忘れてはならないと思うんですね。今こ

の資料を拝見していると、非常にマッチングがうまくいくと、全部そのままうまく流れて

いくように見えるんですけど、これが決して必ずしも額面どおり動かないときに、不法投

棄のほうに行ってしまわないように、どうやって再生市場のほうに流れていくのかという

規制的な枠組みをきちんとつくっていかないと、結局、理想論はこうだけど、実際には不

法投棄に流れていくのがコストの面で止められないということになってしまうと、今まで
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の苦労がなくなってしまうということなんですね。 

 国内だけの事情で今話をしているんですけど、プラスチックなんかの議論の場合は、や

はりＥＵの自動車リサイクル法ですとか容器包装規則などにおいて、再生材を２５％以上

使うとか、あるいはモノ包装にしていくというような規制をすることによって、かなり動

きがそちらにシフトしていくというのが加速されていくんですね。 

 建設廃材の場合には、そういった規制的なものも併せて考えていく必要があるんじゃな

いかなというのは、今回、そういった視点が入っていなかったので、一言コメントさせて

いただきます。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 小山委員、その次、粟生木委員でよろしいですか。 

【小山委員】  小山から、少し要望として、ちょっと細かくなるんですけれども、お伝

えさせていただければと思います。 

 １点は、御説明の中で、先導事業みたいなことをやっていければという話がありました

けれども、やはり東京都さんの資料というか説明にもあったように、リサイクル材に対す

る不安というのがどうしても構造物というのは、一度建ててしまうと長くそこに残ってし

まうものなので、そこがネックになっていると。それを打破していくためにも、やっぱり

実績を組んでいくというところで、ぜひそういう先導モデル事業みたいなことをやってい

ただきたいし、それから、それをしていくためには、やっぱりある程度強制力みたいなも

のを入れていかないといけないんじゃないかと。 

 その中で、１つ、ちょっと質問的になるのは、グリーン調達ですね、品目の中にまだ再

生骨材コンクリートは多分入っていないんじゃないかと思いまして、そこが入ってくると、

原則、新材とリサイクル材両方入手できる場合にはリサイクル材優先みたいなことが多分

できるはずなので、そういったことで原則的にそっちを使うみたいな強制力みたいなもの

を使っていけるといいのかなということが１つです。 

 それから、これはかなり専門的なことになってくるんですけれども、再生骨材コンクリ

ートがなかなか普及しないのは、今日の資料の御説明の中で、一般の生コンが３,０００工

場近くあって、再生骨材コンクリートを供給できるのは２０しかないという、その規模で

すね、要はサプライチェーンの話が実はすごく大きな問題だと認識しています。 
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 その中で、なぜそういうことになるかというと、一般のコンクリートと、それから再生

骨材コンクリートという、別々のＪＩＳになっていまして、その両方の認証を１つの工場

で取ろうというところはなかなかないというようなところがちょっとハードルになってい

ます。 

 それを打破していくためにはどうしたらいいかというと、再生骨材をＪＩＳにしてしま

って、骨材の品質を規格として補償し、普通の生コン工場がその骨材を持ってきて再生骨

材コンクリートを供給できるみたいな。要は、供給体制は既存のインフラとしての生コン

工場を使えるというような形ができると、多分その問題は解決すると。 

 ただ、そこに課題がないわけじゃなくて、例えば高層のマンションを建てるという生コ

ンをつくるときに、再生材を一緒に、たまたま昨日つくっていたからもしかしたら混ざっ

ちゃうかもしれないみたいなときがあるかもしれないので、そういうことはないようにと

かという、製造者側の目線でいうと、そこはちょっと待ってというようなところもあるか

もしれないということで、なので、要望としては、コンクリートの供給という部分の制度

的にいうとＪＩＳの話で、そこは所管する経産省とうまく相談というか、国交省が発注者

側の立場からこうだよというような話を相談してほしいというのと、それからあと、そこ

に踏み込む上では、コンクリートの既存の業者の中には、全国生コンクリート工業組合連

合会というすごく大きい組織がありまして、そこが取り仕切っているというか、考え方を

いろいろと出せると思うので、そういったような民間というか組織に対してもコンタクト

してもらってみたいなことで、相談していけるといいのかなという要望です。 

 以上になります。 

【勝見委員長】  粟生木委員、お願いします。 

【粟生木委員】  私からは３点ほどなんですけれども、サーキュラーエコノミーのとこ

ろで、議論の対象になっているのが、建設発生土、コンクリート、そして汚泥でしたが、

ほかの素材についての取扱いは今後どうなっていくのかというところを教えていただけれ

ばと思います。 

 ２点目として、再生資材の地域の需給ギャップで、今回、皆さんのお話もそうでしたけ

ど、地域間の需給ギャップというところが主たるところなので、先ほど小山先生もおっし

ゃっていましたが、サプライチェーンの在り方なり、先ほどの山本先生のサーキュラーエ

コノミーポートの活用なり、社会経済的側面を考えるような観点も必要かなと思いました。 
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 最後ですけれども、需給ギャップに関して、長期的資源バランスのお話がありましたが、

これからの人口減少社会において、そもそも長期的に見て、どう需給バランスを解消する

なりしても余るというものなのか、もしくは、例えば気候変動なりが起きている中で、災

害対応のために実は需要がすごく上がるのかとか、そういったところの検証が必要かなと

思います。そういった意味で、資料６にある提言なんですけれども、長期的なタイムスケ

ールで考えていただけるとありがたいかなと思いました。 

 すみません、最後に、全体的にサーキュラーエコノミーのところ、つくった後のお話が

主たる内容になっていますので、浅利先生からも少し、トータルで見て、最終的には循環

を達成できるような建築の在り方みたいなお話がありましたが、その設計面で、上流側で

どうなのかというところも見ていただけるとありがたいかなと思います。 

 以上です。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

  

 再生骨材Ｈ、Ｍ、Ｌの御紹介もいただきました。東京都さんのほうでは積極的にこれを

使われて、事例集なんかも出されているということで、今日の資料にも一部載っています

が、拝見すると、Ｌはそれなりに使っておられて、Ｈの事例も多いんだけど、間のＭの事

例が、東京都さん、今調べたら、ちょっと少ないような出され方をしていて、民間工事の

ほうはＭが比較的多いということで、Ｈは普通のコンクリートと、骨材と同等だというこ

とですけれども、そうすると、そこまで品質を上げて使う、頑張るよりも、Ｍぐらいで使

うというのが賢い場合もあるのかなと思ったりするんですけども、その辺り、どういう使

い方をＨ、Ｍ、Ｌでしていくのが、戦略として、当面有効なのかと、そんなことを議論で

きるようなデータなりがあればいいのかなと。かつ、先導事業というお話もございました。

先導事業、もしお考えいただくなら、Ｈ、Ｍ、Ｌ、あるいはそれ以外の使い方ということ

で、北垣委員からは、建設汚泥も含めてのハイブリッドソイルのような使い方といったこ

とがありましたので、いろんな使い方というチャンネルを広げて、全体を見ながら戦略の

めり張りをつけていくというような考え方もあるのかなと思いましたので、発言をさせて

いただきます。 

 たくさんいただいたので、今お答えいただくところ、少し限定していただいて、あと宿

題になるところは宿題ということで承ったということでさせていただきたいと思いますけ
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れども、祢津さん、よろしいですか。 

【祢津企画官】  今、重複するところで答えておいたほうがいいものをかいつまんで申

し上げたいと思います。 

 まず、ＣＯ２に関してのアドバイスをいただきました。全体として今検討していますとい

う検討状況を御報告させていただきました。環境省さんのほうでも非常に多くの検討をし

ているということも伺っていますので、そこは連携してやっていくこととさせていただき

たいと思います。 

 今、規制ですとか基準についてのアドバイスも多くいただいたかと思います。特にまず

ＪＩＳについてですけれども、先ほど御紹介いたしましたあれは平成２７年度につくった

ものでございますので、おおむね１０年ぐらいたっているというものでございます。今後、

技術的検証をしていきますというところでございますが、現時点でいわゆる直轄事業での

実績はないという状態でございますので、そういったところも含めて、最後、勝見先生か

らもいただきましたが、Ｈ、Ｍ、Ｌといったところの中で、Ｌというのは、いわゆる捨て

コンと言われるようなものですので、なかなか外から見ると、よく見えないものかなと思

います。外から見て分かって、技術的検証というと、やっぱりその次のステップのまずＭ

を試行していくのかなと考えております。いわゆる擁壁とか鉄筋のないものですね、そう

いったところでまず安心して使っていただくといったところの流れをつくるのが次のステ

ップかなというところを考えているところでございます。もし実績がというところで補足

があれば、また東京都さんから御指摘いただければと思いますが、そういった流れをまず

構築していきたいなと考えてございます。 

 平成２７年度の基準については、新技術も導入されているものもあるかと思いますので、

最後、基準等の記載について整理と書かせていただきましたけども、必要に応じて改善し

ていきたいと考えております。 

 上流側からの制度設計をといったコメントも多くいただいたかと思います。まさに今、

使い方のところの議論を中心にやらせていただいておりますけれども、その前の段階での

検討で、先ほど、発注の段階でまず入れているのかといったアドバイスもいただきました。

または、グリーン調達に入っているか入っていないかといった、そういったいわゆる強制

的なところも、義務化していくものもあるのかといった御指摘もいただきましたので、い

ろいろ今、前向きに検討できるものをいっぱいいただいたかなと考えております。ありが
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とうございます。 

 あと、建設汚泥についてのコメントもいただいたかと思います。先ほどの資料で、建設

汚泥、特に現場外搬出のところについてはなかなか利用が進まないといったところの御説

明をさせていただきました。先ほどハイブリッドソイルという御指摘もいただきましたけ

れども、そういったところも技術的検証という中で検討できるものは検討していきたいな

と考えておりますので、そういう意味で、あまり風呂敷を広げ過ぎるとあれなんですけど、

まずやれるものを今後しっかり、まず実績を積んでいくということが大事かなと考えてお

ります。 

 不安といったところも、実績を積むことでだんだん解消していくのかなと思いますので、

まさに公共工事で先導的にやっていくといったところを早めにやっていきたいなと考えて

おります。 

 今、土の話にあまり触れませんでしたけども、こちらについては、今、システム自体は

一体化していくということを申し上げましたが、この次のステップとしては、やっぱりマ

ッチングといったことを、先ほど神奈川県さんの取組もいただきましたけれども、人がそ

ういった機能を果たすのか、または技術的なシステムを構築していくのか、いろいろな考

え方があると思いますので、様々なところでまたお知恵をいただきたいなと考えておりま

す。 

 今お答えできなかったところは、後日また御議論させていただければと思います。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。一つ一つお答えいただいたということではご

ざいませんので、お答えいただいていないところもございますけれども、また次に向けて

取り入れさせていただくということで、この場は御容赦いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

 次に行かせていただきます。資料６と７ということで、お願いいたします。 

【祢津企画官】  資料７を先に御説明させていただいたほうがよろしいかと思いますの

で、資料７を先に御説明させていただきます。 

 本日１月２９日ということで、関係自治体さんからのヒアリング、そして今、建設リサ

イクル施策の検討ということをさせていただきました。今後、春頃とさせていただいてお

りますが、中間取りまとめをまとめていくに当たって、次回、素案といった形でまいりた
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いと考えてございますので、次回については、中間取りまとめの素案を事務局からお示し

させていただいて、アドバイスいただければと考えてございます。 

 それを踏まえまして、これは春頃の後ろに空欄としていますが、そう時間を置かないよ

うなところで、今度、中間取りまとめをまとめていくといったような形で考えております

ので、このようなスケジュール感で行きたいと思いますので、何とぞよろしくお願いしま

す。 

 それのたたき台というような形で、資料６を御覧いただければと思います。これは骨子

（案）ということでタイトルを書かせていただいております。基本的には建設リサイクル

推進計画２０２０を踏まえた上で、今回の論点を、まず全体として今後検討していくべき

もの、中長期的に目指すべきものを整理させていただきたいと考えてございます。 

 その上で、一番下になりますが、早期に取り組むべき具体の施策ということで、本日、

資料５で御説明させていただきました、建設発生土の有効利用促進、それから建設廃棄物

のリサイクル推進については、さらに特出しした形で、深掘りした記載をさせていただき

たいなと考えております。 

 このようなラインナップで、次回に向けて素案を整理してまいりたいと考えてございま

す。 

 事務局からは以上でございます。 

【勝見委員長】  ありがとうございます。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいです

か。 

 資料６、また御覧いただいて、御意見等ございましたら事務局までおっしゃっていただ

ければと思います。こちら、提言の中間取りまとめ（素案）ということで、次回、素案原

案が出てくるということで、今日いただいた御意見も踏まえて素案をつくっていただいて、

次回委員会で議論させていただくというような進め方でございますけれども、そういう進

め方でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 全体を通じて何か御意見、御発言ございますでしょうか。最後、再生骨材の話、東京都

さん、もし何かおっしゃっていただくようなことでもあれば。 

【東京都】  Ｈ、Ｍ、Ｌございまして、詳細な分析はできていないんですが、Ｍがやは

りあまり使われていない傾向にあるかなというところがございますので、それをどうやっ
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て拡大していくかというところも含めて、考えていきたいと思っています。 

【勝見委員長】  また現状と戦略というようなことになるんだと思います。勉強させて

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【小山委員】  今の話でいうと、実は建築基準法で、再生骨材コンクリートは、どのよ

うな建物・部材にも使えるということにはなってないんですね。Ｈしか主要な構造部材に

は普通に使えないんですけれども、実は今、国交省さんの基準整備促進事業というのがあ

りまして、その中で、Ｍの一部、織先生がまさにおっしゃってくださった、バージンと混

ぜながらＭを使うみたいなものは、普通の構造部材に使えるという方向で活動しています。

ですので、そういうところとも連携をとりながら、うまく活用の幅を広げていっていただ

けるといいかなと思いました。 

【勝見委員長】  情報提供、ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事は全て終了ということで、御協力いただきましてどうもありがと

うございました。 

 議事進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

【勝見委員長】  情報提供、ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事は全て終了ということで、御協力いただきましてどうもありがと

うございました。 

 議事進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

【池口公共事業企画調整課長】  勝見委員長、御進行のほうありがとうございました。 

 本日の議事録につきましては、後日、委員及び関係自治体の皆様に御確認させていただ

きたいと思います。 

 以上をもちまして第１８回建設リサイクル推進施策検討小委員会を閉会させていただき

ます。本日もどうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


